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第１章
気候変動問題
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• 気候システムの温暖化には疑う余地がない。また1950年代以降に観測された変化の多くは、
過去数十年から数千年間にわたり前例のないものである。

• 大気と海洋は温暖化し（左上図）、雪氷の量は減少し（右側図）、海面水位は上昇して
いる（左下図）。

（出所）図, IPCC AR5 SYR SPM Fig. SPM.1(a),(b)

図.陸域と海上を合わせた世界平均地上気温偏差（上）
世界年平均海面水位の変化（下）
※基準はどちらも1986-2005年の平均

SYR SPM WGⅠ SPM

図.北半球積雪面積の変化（春季）（上）
北極域海氷面積の変化（夏季）（下）

（出所）図, IPCC AR5 WGⅠ SPM Fig. SPM.3(a),(b)
※図中の記号・文書（赤色）は原図に追加したもの
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過去の観測された指標のトレンド
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いぶき（GOSAT）で観測した全球大気平均CO2濃度いぶき（GOSAT）で観測した全球大気平均CO2濃度

※季節変動を取り除いた
2年程度の平均濃度値

GOSAT観測イメージ図
©JAXA

• 地球全体の月別平均CO2濃度は季節変動をしながら年々上昇中。
• 平成27年12月には初めて400 ppmを超過。

402.3 ppm
（平成28年5月）
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2.2. 気候システムにおいて予測される変化

＊図中の吹き出しは原図に追加したもの
（出典）図. IPCC AR5 SYR SPM Fig. SPM.6

（IPCC AR5 SYR SPM p.10, 6-7行目）

○ 複数のモデルによる予測期間は2006年
から2100年

○ 1850-1900年と比較した、21世紀末
の世界平均地上気温の変化は次の通り
・ RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5において、
1.5℃を上回る可能性が高い（確信度
が高い）

・ RCP6.0とRCP8.5では2℃を上回る可
能性が高い（確信度が高い）

・ RCP4.5では2℃を上回る可能性はどち
らかといえば高い（確信度が中程度）

・ RCP2.6では2℃を上回る可能性は低
い（確信度が中程度）

（IPCC AR5 SYR SPM p.10, 8-9行目）

（IPCC AR5 SYR SPM p.10, 17-20行目）

（IPCC AR5 SYR SPM Fig. SPM.6キャプション）

気温変化と海面水位変化の将来予測
• 地上気温は、評価された全ての排出シナリオにおいて21世紀にわたって上昇すると予測される。
• 海洋では温暖化と酸性化、世界平均海面水位の上昇が続くだろう。

21世紀末には、RCP2.6では0.3～
1.7℃の上昇となる可能性が高い

21世紀末には、RCP8.5では
2.6～4.8℃の上昇となる可
能性が高い

（年）

2081-2100年
平均

図：世界平均地上気温の変化
1986-2005年平均との差

（IPCC AR5 SYR SPM p.10, 21-23行目）

（IPCC AR5 SYR SPM p.10, 21-23行目）

※ 21世紀末は2081～2100年

図：世界平均海面水位上昇の変化
1986-2005年平均との差

21世紀末には、RCP8.5で
は0.45～0.82mの上昇と
なる可能性が高い

（IPCC AR5 SYR SPM  p.13, 2-4行目）

（IPCC AR5 SYR SPM p.13, 2-4行目）

21世紀末には、RCP2.6では0.26～
0.55mの上昇となる可能性が高い

（年）

2081-2100年
平均
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• IPCC AR5では、気候変動のリスクのレベルに関する判断の根拠として、５つの包括的な「懸念
材料(Reasons For Concern)」が示された。

１．固有性が高く脅威にさらされるシステム： 適応能力が限られる種やシステム（生態系や文化など）、たとえ
ば北極海氷やサンゴ礁のシステムが脅かされるリスク

２．気象の極端現象： 熱波、極端な降水、沿岸域の氾濫のような極端現象によるリスク
３．影響の分布： 特に地域ごとに異なる作物生産や水の利用可能性の減少など不均一に分布する影響リスク
４．世界全体で総計した影響： 世界経済全体のリスクや、地球上の生物多様性全体のリスクなど
５．大規模な特異現象： 温暖化の進行に伴う、いくつかの物理システムあるいは生態系が曝される急激かつ不可

逆的な変化（グリーンランドや南極の氷床消失による海面水位上昇など）のリスク

図. 気温上昇と、それに伴うリスク上昇
（出所）AR5 WG2 SＰＭ Assessment Box SPM.1 図.1
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【気候変動による追加的リスクの水準】

中程度 高い 非常に高い検出できない

懸念材料

【近年（1986～2005年）に対する世界平均地上気温変化による
包括的な懸念材料のリスク】
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追加的な気温上昇が3℃を超えると大規模かつ不可逆的
な氷床消失により海面水位が上昇する可能性がある

北極海氷やサンゴ礁のシステムは、2℃の追加的な気温上
昇で非常に高いリスクに曝される

極端現象（熱波、極端な降水、沿岸域の氾濫等）による
気候変動関連のリスクはすでに中程度（確信度が高い）
1℃の追加的な気温上昇によって高い状態となる（確信度
が中程度）

将来の気候変動、リスク及び影響
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（出所）NIC, 2016
https://www.dni.gov/files/docu
ments/Newsroom/Reports%20a
nd%20Pubs/Implications_for_U
S_National_Security_of_Anticip
ated_Climate_Change.pdf

ロシア 1936年以
降最も温暖な3-5
月

北極圏の氷塊拡
大時期の拡大幅
最小

中国 5-10月降雨によ
り75百万人被害

インド、パキスタン 9月の
豪雨により10万人住居を
失った

インド 春の熱波により350
百万人が影響を被り、
2000人以上死亡

オーストラリア史上最長
の熱波（15日間）記
録上最も暑い春

イエメン 初のハリケーン並み暴
風雨にて、５年分の降雨量が
１度で生じた

南ア 過去80年
で最悪の旱魃

南米 1910年
以降大陸の気
温最も温暖

チリ 過去50年で
降雨量最少の１月

メキシコ 3月に連続で暴
風雨。例年の３倍の降雨
量

ハリケーンサンドラ 1971年
以降で最も遅い時期に発生

ハリケーンオディール カリ
フォルニア州で史上最も
強い暴風雨

北東太平洋 8月に３つのハリ
ケーンが同時に発生（史上
初）

アラスカ 史上最も温暖な
年／2002年、2015年が
次に温暖な年

カナダ西部 最も暑い夏、そ
れによる旱魃

モロッコ マラケシュでは
1ヶ月平均の13倍の
降雨量が1時間で降っ
た

IPCC第５次評価報
告書公表以降も、世
界中で異常気象が起
き続けている。

国際社会の認識－国家安全保障の観点
• 2000年代以降、気候変動は国家安全保障の観点からも議論されてきた。
• 2016年9月米国国家情報協議会（NIC, 2016）では、気候変動がもたらす安全保障

上の問題として、以下の点を挙げている。
・国の安定性への脅威（気候関連の災害、旱魃、飢え、インフラへの損害等）
・社会的・政治的緊張の高まり（河川や水源、土地をめぐっての紛争）
・食料不安（価格および供給量）
・人間健康への影響（熱波、伝染病等）
・投資や経済的な競争力への負の影響（脆弱な地域への投資回避）
・気候の不連続性による突発的な現象（ティッピングポイント、閾値）

（出所）中央環境審議会地球環境部会 長期低炭素ビジョン小委員会（第４回）,亀山康子氏発表資料 7

※ただし、左図の個々の異常気象を、
気候変動に全面的に帰属するもの
とすることは困難である



• 2100年に約450ppmCO2換算又はそれ以下となる排出シナリオは、工業化以前の水準に対
する気温上昇を21世紀にわたって２℃未満に維持できる可能性が高い（確率66%以上）。

• これらのシナリオは、今後数十年間にわたり大幅に年間排出量を削減し、2100年には排出水
準がほぼゼロ又はそれ以下になるという特徴を有している。

2100年にCO2換算濃度が約450 
ppm 又はそれ以下となる排出シナリ
オは、工業化以前の水準に対する気
温上昇を21世紀にわたって2°C未満
に維持できる可能性が高い。

これらのシナリオは、世界全体の人為
起源のGHG排出量が2050年までに
2010年と比べて40～70%削減さ
れ 、2100年には排出水準がほぼゼロ
又はそれ以下になるという特徴がある。

（出所）IPCC AR5 SYR SPM3.4
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温暖化を2℃未満に抑制する緩和経路

左のグラフにおける2100年時点での
排出経路別の年間GHG排出量

【2100年GHG濃度で分類したGHG排出量の推移】

（出所）IPCC AR5 SYR SPM3.4
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２℃上昇までに残されているＣＯ２排出量（カーボンバジェット）
• 1861年-1880年からの気温上昇を66%以上の確率で2℃に抑えるには、2011年以降

の人為起源の累積CO2排出量を約1兆トンに抑える必要（＝「カーボンバジェット」）。
• 「カーボンバジェット」は、「人類の生存基盤である環境が将来にわたって維持される（環境

基本法第3条）」ことに向けて「環境保全上の支障が未然に防がれる（環境基本法第4
条）」ための根幹となる考え方。

（出所）IPCC AR5 SYR 
Figure 2.3より作成

【累積人為起源CO2排出量と気候変化】

カーボン
バジェット
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2030年のGHG排出量と２℃目標のギャップ
• 2016年5月にUNFCCCから出された報告書によると、各国が提出している約束草案を総計し

ても２℃目標を最小のコストで達成する経路には乗っておらず、追加の削減努力が必要となる
と指摘。また、UNEP、IEA等の分析でも同様の指摘がある。

（出所）UNFCCC「Aggregate effect of the intended nationally determined 
contributions: an update」（2016） 10

約束草案以前におけるシナリオ

約束草案を反映したシナリオ

２℃目標を最小コストで達成する
シナリオ

1.5℃未満に維持できる可能性が
高いシナリオ（確率50％以上）

約束草案による削減努力

２℃目標を最小コストで達成
する経路と整合するために
追加で必要な削減努力



気候変動問題に関する取組の方向性④
（パリ協定）

概要 ・ＣＯＰ21（平成27年11月30日～12月13日、於：フランス・パリ）において採択。
・「京都議定書」に代わる、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国

際枠組み。歴史上はじめて、すべての国が参加する公平な合意。
・我が国は平成28年4月22日に署名、同年11月８日に本協定の締結について国会の承

認を得、同日に国連事務総長宛に受諾書を寄託。同年11月14日にパリ協定が公布
及び告示され、同年12月8日に我が国についてもその効力が発生。

目的 ①世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂
氏二度高い水準を十分に下回るものに抑えること並
びに世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも
摂氏一・五度高い水準までのものに制限するための
努力を、この努力が気候変動のリスク及び影響を著しく
減少させることとなるものであることを認識しつつ、継続
すること。

②食糧の生産を脅かさないような方法で、気候変動の
悪影響に適応する能力並びに気候に対する強靱性
を高め、及び温室効果ガスについて低排出型の発展を促進する能力を向上させること。

③温室効果ガスについて低排出型であり、及び気候に対して強靱である発展に向けた方針
に資金の流れを適合させること。

目標 上記の目的を達するため、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランス
を達成できるよう、排出ピークをできるだけ早期に迎え、最新の科学に従って急激に削減。

各国の目標 各国は、約束（削減目標）を作成・提出・維持する。削減目標の目的を達成するための
国内対策をとる。削減目標は、5年毎に提出・更新し、従来より前進を示す。

長期戦略 全ての国が長期の低排出開発戦略を策定・提出するよう努めるべき。（COP決定で、
2020年までの提出を招請） 11



目標の定期的提出・グローバルストックテイクが重要

NDC
提出・更新
2025まで

※2

NDC
提出・更新
2030まで

※2

2020年 2023年 2030年2025年 2028年

グローバル
ストックテイク

2023

2015年

（締結時）
各国

世界
全体

促進的
対話
2018

グローバル
ストックテイク

2028

NDC
提出・更新
2020まで

※2

INDC
提出

※1：締結時までに最初のNDC提出。既にINDCを提出した国は、
他に決めない限り本規定を満たす

※2：関連COPの9～12ヶ月前に提出

（NDC
提出
※1）

【参考】上記のほか、下記の規定がある。
・各国は、行動・支援の透明性枠組みとして、少なくとも２年に１回報告・レビュー（NDCの実施状況含む）

次期NDCは前進を示す（4条3）

12

• パリ協定は、その長期目標の達成に向けて、各国の目標の見直し、報告・レビュー、世界全体
の進捗点検のPDCAサイクルで、前進・向上させていく仕組み。



A国・素材

B国・一次加工

C国・最終加工

D国・消費

輸出

輸出

輸出

消費ベース・生産ベースCO2排出量
・ 生産ベースCO2排出量では、製品のサプライチェーンの各段階において化石燃料が消費された国に排出量

が割り当てられる。一方、消費ベースのCO2排出量では最終的に製品を消費した国に排出量が割り当てら
れる。

・ 1995年から2011年の一人あたり排出量は、ドイツとイギリスで生産ベース・消費ベースの両方とも減少。
・ パリ協定では締約国が目指すべきものとして今世紀後半には今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出

と吸収の均衡を掲げており、これの達成のためには生産ベース及び消費ベース両方の削減が必要。

【主要国における消費ベース・生産ベース排出量】
【消費・生産ベースCO2の考え方】

それぞれの国の生産
活動で発生したCO2
排出量を計上

A国・素材

B国・一次加工

C国・最終加工

D国・消費

［生産ベースCO2］ ［消費ベースCO2］

最終的に製品を消
費した国に排出量が
割り当てられる

輸出

輸出

輸出

（A国、B国、C国で順次加工され、D国で消費
される製品を例として）

13

（出所）OECD 「Carbon Dioxide Emissions Embodied in International Trade」ホームページ（矢印は事務局追記）

【各国における一人あたり消費ベース・生産ベース排出量】

（出所）OECD（2016）Estimating 
CO2 Emissions Embodied in 
Final Demand and Trade 
Using the OECD ICIO 2015
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排出量
（億トンCO2換算）

2030年度
13年度比26%減

80%減

吸収源

吸収源

05年度比
3.8%減

（出所）「2015 年度の温室効果ガス排出量（速報値）」及び「地球温暖化対策計画」から作成

12.66
億トン

13.93
億トン

2013年度
14.05
億トン

2015年度
（速報値）
13.21億トン

日本の温暖化ガス排出量の推移と目標（2015 年度速報値）

14



日本の二酸化炭素排出量の内訳（2015 年度速報値）
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※カッコ内の数字は各部門の2015年度排出量の2005年度排出量からの増減率

CO2の部門別排出量(電気・熱配分後)の推移(2015 年度速報値)
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製造業におけるCO2排出量内訳の推移(2014 年度確定値)

17<出典>温室効果ガス排出・吸収目録

※ 業種別の排出量には、業種間の重複が一部存在しているため、業種別の合計と製造業全体の排出量は一致しない。

(2005年度比) [前年度比]

製造業 4億2,000万トン
(▲7.0%)[▲1.3%]

• 製造業においては、鉄鋼業、化学工業、機械製造業、窯業・土石製品製造業、パルプ・紙・
紙加工品製造業、食品飲料製造業の6業種からの排出量が大きく、製造業全体の9割程
度を占める。
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京都議定書締結 東日本大震災

大幅な
円高

日本のGDP当たり排出量等の国際的順位の低下
• 我が国の一人当たりGDPとGDP当たり温室効果ガス排出量は、2000年頃までは世界最高

水準にあったが、 その後国際的順位を大幅に低下させた。

18

【日本の一人当たりGDPとGDP当たりGHG排出量のOECD内順位の変遷】



（出所）UNFCCC, GHG Data, International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016、より作成

日本のGDP当たり温室効果ガス排出量の順位低下の背景
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• 我が国が京都議定書を締結した頃（2002年）から、OECD諸国において、一人当たり
GDPで我が国を追い抜いた国（現在一人当たりGDPが我が国より高い国）では、大半の国
が、高い温室効果ガス削減率と経済成長を実現していた。
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【GDP成長率とGHG削減率（日本が京都議定書を締結した2002～2014年）】



GHGとGDPのデカップリング（2015 年度速報値）
• 実質GDPとエネルギー起源CO2排出量について、2000年代初頭までは同様の傾向の伸びを示してきた

が、最近３年程度はデカップリング傾向が顕著になりつつある。
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108  (▲5.8%) ［▲3.5%］

GDP当たりエネルギー起源

CO2排出量

87  (▲9.7%) ［▲4.4%］
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(2005年度比)[前年度比]

<出典>国民経済計算確報（内閣府）、 EDMC/エネルギー・経済統計要覧（2016年版）
（（財）日本エネルギー経済研究所）をもとに作成

※エネルギー起源CO2と非エネルギー起源CO2を合わせた総CO2排出
量をGDPで割って算出。

GDP GDP当たり総CO2排出量

<出典>温室効果ガス排出・吸収目録、EDMC/エネルギー・経済統計要覧（2016年版）
（（財）日本エネルギー経済研究所）、国民経済計算確報（内閣府）をもとに作成

※実質・2005年基準
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2.31トンCO2/百万円

(▲10.3%) ［▲4.2%］

※2008年9月にリーマンショックあり。

GDP及びGDP当たり総CO2排出量の推移（2015 年度速報値）
• 2008年度におきた世界的な金融危機の影響により、GDP は2008～2009年度に大きく落ち込んだ

が、2010年度以降は4年連続で増加した。2014年度は減少したが、2015年度は増加に転じ前年度
比0.9%増。

• GDP当たり総CO2排出量は、 2010～2012年度は増加したものの、2013年度以降は3年連続で減
少しており、2015年度は前年度比4.2%減、2005年度比10.3%減。
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気候変動に関する政府間取組～G7サミット

我々は，この目標に留意し，最新のIPCCの結果を考慮しつつ，今世紀中の世界経済の脱
炭素化のため，世界全体の温室効果ガス排出の大幅な削減が必要であることを強調する。そ
れに応じて，我々は世界全体での対応によってのみこの課題に対処できることを認識しつつ，
世界全体の温室効果ガス排出削減目標に向けた共通のビジョンとして，2050年までに
2010年比で最新のIPCC提案の40％から70％の幅の上方の削減とすることをUNFCCC
の全締約国と共有することを支持する。我々は，2050年までにエネルギー部門の変革を図る
ことにより，革新的な技術の開発と導入を含め，長期的にグローバルな低炭素経済を実現す
るために自らの役割を果たすことにコミットするとともに，全ての国に対して我々のこの試みに参
加することを招請する。このため，我々はまた，長期的な各国の低炭素戦略を策定すること
にコミットする。

＜2015 年のＧ７エルマウサミット＞

＜2016 年のＧ７伊勢志摩サミット＞
我々はまた，世界の平均気温上昇を工業化以前水準と比較して摂氏2度を十分に下回るも
のに抑えること，気温の上昇を，工業化以前の水準と比較して摂氏1.5度までに制限するた
めの取組を追求すること並びに今世紀後半に温室効果ガスについて発生源による人為的な排
出と吸収源による除去との均衡を達成することの重要性に留意しつつ，2020年の期限に十
分に先立って今世紀半ばの温室効果ガス低排出型発展のための長期戦略を策定し，通報
することにコミットする。
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＜日本＞＜世界＞

2050年の
排出量

40～70%減

現状の
排出量

総量

一人当たり
⇒均等化 1.4～2.8トン/人

134～268億トン 1.3～2.7億トン

447億トン
（2010年）

14.1億トン
（2013年）

約97億人 約9,700万人

約81～91%減

※1 世界の人口は国連「World Population Prospects, the 2015 Revision」より。日本の人口は社人研「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」より
※2 世界のGHG排出量はIEA「CO2 emissions from fuel combustion 2015」より（CO2-otherを除く）。

日本のGHG排出量は温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ（1990～2014年度確報値）」より。
世界のGHG排出量はIPCC SAR、日本はIPCC AR4のGWPに基づく。

一人当たり排出量均等化の場合の必要削減量
・仮に、一人当たりGHG排出量均等化で計算すると、

世界40～70%減の場合、日本は約81～91%減（13年比）
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各国の2050年目標と一人あたりGHG排出量の比較（2050年）
・各国とも2050年までに温室効果ガスの大幅な排出削減を目指している。
・各国の2050年の温室効果ガス削減目標をベースとして、人口一人あたりGHG排出量を算
定すると以下のとおり。

GHG排出量実績：UNFCCC、GHG total without LULUCFの値。
2050年削減量：日本80%減（13年比）、米80%減（05年比）、EU80－95%（90年比）（グラフ上の値は87.5%減の場合）、英80%減
（90年比）、独80－95%（90年比）（グラフ上の値は87.5%減の場合）、仏75%減（90年比）、カナダ80%減（05年比）
人口：UN, World Population Prospects: The 2015 Revisionより。日本は、経済財政諮問会議専門調査会「選択する未来委員会」委員会報
告書における人口安定ケースを参考として、国連推計の2015年人口を基に試算。

【国別の一人あたりGHG排出量】
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国・地域 2050年目標

米国 80%以上削減(2005年比）

ドイツ 80～95％削減(90年比)

カナダ 80%削減(2005年比）

メキシコ 50%削減（2000年比）

フランス 4分の1に削減(90年比)

英国 80%以上削減(90年比)

EU 80-95%削減（90年比）

【国別の2050年目標】
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第２章

パリ協定を踏まえた世界の潮流と
我が国の現状
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再生可能エネルギーの発電コストについて
• IRENAによると2025年にかけて再生可能エネルギーの発電コストは小さくなり、種類によっては

現在の化石燃料による発電コストと同程度になるとの見通し。
再生可能エネルギーの発電コスト見通し（2014－2025年）（＄／kWh）

出典：IRENA, “RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2014” 26
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パリ協定の目標達成のための追加投資額
国際エネルギー機関（IEA）の試算によれば、2℃シナリオ（注）において電力部門を脱炭素
化するには、2016年から2050年までに約９兆USドルかかる。また、建物、産業、運輸の３
部門の省エネを達成するには、2016年～2050年に約3兆USドルの追加投資が必要にな
る。

（注）２℃シナリオ・・・世界全体の平均気温の上昇を２℃未満に抑えるというパリ協定で定められた目標と整合的なシナリオ

６℃シナリオ（累積） ２℃シナリオ（累積） 追加投資額

発電 28.3 37.2 9

輸送 367 353 ▲14

産業 9.5-10.5 10.9-12.4 1.4-2.0

建物 29 45 16

【国際エネルギー機関（IEA）における世界全体の部門別累積投資額（2016-2050、兆USD2014）】

（出所） IEA Energy Technology Perspectives 2016

（注）２℃シナリオ・・・世界全体の平均気温の上昇を２℃未満に抑えるというパリ協定で定められた目標と整合的なシナリオ
６℃シナリオ・・・現状のトレンドを延長したシナリオ

合計
約３兆USドル

約９兆USドル
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国・地域 米国 ドイツ カナダ メキシコ フランス
2050年
目標

80%以上削減
(2005年比）

80～95％削減
(90年比)

80%削減
(2005年比）

50%削減
（2000年比）

4分の1に削減
(90年比)

策定根拠・
策定年

United States Mid-
Century Strategy for 
deep decarbonization
(2016.11)

Climate Action Plan 2050 
(2016.11)
※ドイツ政府による閣議決定

Canada’s Mid-century
long-term low-
greenhouse gas 
development strategy
(2016.11)

Mexico’s Climate 
Change Mid-Century 
Strategy
(2016.11)

French national low-
carbon strategy  
(2016.12)

対策・施策
の例

①低炭素なエネルギーシス
テムへの転換、②森林等や
CO2除去技術を用いた
CO2隔離、③CO2以外の
温室効果ガス削減の３分
野で取り組みを推進。

様々な条件を変えてシナリ
オ分析を実施（ＭCSシナ
リオが中心的なシナリオ）

【対策・施策の例】
• MCSシナリオの電源構成は、

再エネ55%、原子力17%、
CCUS付き火力20%。

• 一次エネルギー消費が
2005年から2050年で
20%以上減少。

• 2050年までに市中の乗用
車の約60%が電気自動
車。

• 2005年から2050年にかけ
て、直接的な化石燃料利
用を大幅に削減（建物：
▲58%、産業：▲55%、
輸送：▲63%）

2050年までの脱炭素(GHG・
ニュートラル)に向けた道程を示
す最初の行政文書。

個々のセクター（エネルギー、
建物、移動、貿易・産業、農
業、森林）ごとに、2050年に
向けたビジョンや2030年の削
減目標や達成手段を記述。

EU-ETSの強化を支持。

2018年に見直しを実施。

【対策・施策の例】
• エネルギー分野：電力はほぼ

全て再生可能エネルギー発電
• 建築分野：新築建物への野

心的基準や長期のリノベーショ
ン戦略、化石燃料を用いた熱
供給の段階的廃止 等

• 移動分野：電気自動車等の
代替技術や公共交通機関、
自転車、徒歩、デジタル化 等

• 産業分野：研究・開発・普
及プログラムの立ち上げ 等

カナダがどうすれば低炭素経
済へ移行できるかの対話を
行うもの。

複数の既往研究を参照しつ
つ、大幅削減に向けた分野
ごとの課題と可能性を抽出。

【対策・施策の例】
• 電化の推進
• 電力の低炭素化
• 電化や電力の輸出等を通

じた電力需要の増加
• アメリカとの電力供給面での協

力
• エネルギー効率と需要側対策
• バイオ燃料や水素等の低炭

素燃料の活用
• 非ＣＯ２及びブラックカーボ

ン対策
• 低炭素社会に向けた行動

変容
• 都市地域における対策
• 森林・土地によるＣＯ２固定
• イノベーション
• 地方との連携

今後10年、20年及び
40年の７分野（社会、
生態系、エネルギー、排
出、生産システム、民間
セクター、移動）における
ビジョンを提示
長期戦略の中に緩和と
適応の両方を記述
モデル分析の結果を提示
緩和策については10年ご
とに見直し

【対策・施策の例】
• クリーンエネルギーへの転

換
• エネルギー効率と持続可

能な消費
• 持続可能な都市
• 農業及び森林
• 短寿命気候汚染物質

及び気候行動による健
康面のコベネフィット

2050年までの削減目
標達成に向けた包括的
枠組みと部門別の戦略
を定めたもの。

2050年及び第3期カー
ボンバジェット（2024-
2028年）までの部門
別（輸送、建物、農
業・林業、産業、エネル
ギー、廃棄物）の削減
目標や達成手段を記述。

部門横断的戦略として、
炭素価格を、2020年
56€、2030年100€
（1トンCO2排出量当た
り）に引上げ。同時に、
エネルギー移行のための
基金を設立。

【対策・施策の例】
• 2050年までに全ての建

物が低エネルギー消費ビ
ル(LEB)基準に適合。
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各国の長期的な戦略の策定状況①（国連に提出済み）



2050 Pathways Platform
長期目標（①温室効果ガスの実質排出ゼロ、②気候変動に強靭な社会の構築、③持続
可能な発展）に向けた道筋へ早期に移行してくためのプラットフォームをCOP22（2016年
11月）において設立。各国政府に加え、自治体、企業が参加。
リソースや知見・経験の共有等を通じて、脱炭素社会に向けた長期戦略を策定する国を支
援し、都市、企業等のネットワーク構築を促進。
設立イベントでは、各国の閣僚等から、“長期戦略は、ビジネス界に長期的なコミットを示すも
のであり、近視眼的思考に基づく投資を回避し、正しい選択を促すことで脱炭素社会に移行
するコストを減らすことに貢献する”、旨の発言があった。

参加国・機関等（11月17日現在）：
国：伯、加、コロンビア、コスタリカ、独、ペルー、英、マーシャル諸島、スウェーデン、EU、米、チリ、ノルウェー

、メキシコ、ナイジェリア、モロッコ、伊、ニュージーランド、日本、エチオピア、瑞、仏（22カ国）
自治体：パリ、メルボルン、横浜、ニューヨーク、バンクーバー、ロンドン、コペンハーゲン等の15の都市及び

17の州・地域
企業：アシックス、大日本印刷、第一三共、ダイキン、電通、ホンダ自動車、花王、川崎汽船、キリン、コニ

カミノルタ、MS&ADインシュアランスグループ、日産自動車、野村総合研究所、リコー、大成建設、トヨ
タ自動車、横浜ゴム、ゼオン 等 196社（米国企業も32社が参加）

「2050年道筋プラットフォーム」
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CVF（気候脆弱国連合）
• CVF（Climate Vulnerable Forum,気候脆弱国連合）は気候変動に脆弱な国々によっ

て組織されたパートナーシップであり、アフリカ・アジア・中南米・太平洋島嶼国を中心に、現在
48カ国が加盟。

• 2009年モルディブにおいて、CVF加盟国のリーダーが共同で気候変動への警鐘を鳴らす第一
宣言を表明。気候変動に取り組むための南南協力プラットフォームとしての役割を担う。

① 気候変動への危険性を最小限に抑える。

② 気候への取組みによってもたらされる便益を最大限に引き出す。

③ 1.5℃上昇によりもたらされる危険性にも耐えうる最大限のレジリエンスを構築する。

④ SDGs及び仙台防災枠組を2030年までに可能な限り早く、高いレベルで達成する。

⑤ 途上国は可能な限り高い経済成長を通じて裕福な国となる。

2016年11月のマラケシュ会議（COP22）において、CVF加盟国が気候変動に耐え、繁栄を遂げるための
2030年から2050年における5つのビジョンを表明。
ビジョンの達成に向けて取り組むべきアクションとして、2020年までに対策強度を引き上げた国別約束を更新す
る、2020年までに長期低温室効果ガス開発戦略の準備を整える、国内のエネルギー供給を再生可能エネル
ギー100%で賄う努力をする、などを掲げている。

（出所） CVFホームページ（ http://www.thecvf.org/）および
「THE CLIMATE VULNERABLE FORUM VISION」（2016,CVF）より作成

【マラケシュビジョン（2016）】
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• C40（世界大都市気候先導グループ）は、気候変動対策に関する知識共有や効果的なアク
ションの推進を目的として構成される、都市間ネットワークである。

• C40では気候変動への取組みを7つのイニシアチブに分類、各イニシアチブの中で合計20のネッ
トワークを形成し、各分野における都市間の協働を活性化している。

• 現在世界で86の都市が加盟している（総人口6億人以上、世界GDPの4分の1相当）。

C40

（出所）C40ホームページ（http://www.c40.org/）より作成

アフリカ アディスアベバ（エチオピア）、ヨハネスブルグ（南アフリカ）、ナイロビ（ケニア）など10都市（7カ国）

東アジア 東京、横浜（日本）、北京、香港、深セン（中国）、ソウル（韓国）など13都市（3カ国）

欧州 コペンハーゲン（デンマーク）、パリ（フランス）、アテネ（ギリシャ）、アムステルダム（オランダ）、
オスロ（ノルウェー）、ストックホルム（スウェーデン）、ロンドン（英国）など19都市（13カ国）

中南米 ブレノスアイレス（アルゼンチン）、リオデジャネイロ（ブラジル）、ボゴタ（コロンビア）など11都市（8カ国）

北米 トロント、バンクーバー（カナダ）、ロサンゼルス、ニューヨーク、ワシントンD.C.（米国）など14都市（2カ国）

南アジア・西アジア ダッカ（バングラディシュ）、バンガロール、（インド）、アンマン（オマーン）、ドバイ（UAE）など10都市（5カ国）

東南アジア・オセアニア シドニー（豪州）、オークランド（ニュージーランド）、ホーチミン（ベトナム）、シンガポール など9都市（7カ国）

① 適応策と水
② エネルギー
③ ファイナンスと経済成長
④ 測定と計画
⑤ 固形廃棄物の管理
⑥ 輸送
⑦ 持続可能なコミュニティ

…■気候リスクアセスメント ■デルタ地域 ■ヒートアイランド
…■街区エネルギー利用 ■公共施設のエネルギー効率 ■住宅・業務ビルのエネルギー効率
…■グリーン成長 ■持続可能なインフラファイナンス
…■排出インベントリ ■排出量報告
…■持続可能な固形廃棄物処理システム ■廃棄物利用
…■バスラピッドトランジット ■低排出自動車 ■モビリティマネジメント
…■気候に好影響な成長 ■食料システム ■土地利用計画 ■低炭素街区 ■公共交通指向型開発

【7つのイニシアチブと20のネットワーク】

【主な加盟都市（合計86都市,2016年11月8日現在）】
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• Under 2 はパリ協定の2℃目標達成へ向け、世界のサブナショナルな自治体（州・県・市な
ど）が加盟するリーダーシップ協定である。

• 2050年にGHG排出量を1990年比で80～95%削減することを目的とし、加盟地域は
Under2 MOU（了解覚書）に署名し、 MOUに則った国際協力を行う。

• 現在世界で136の地域等がMOUに署名している（総人口8.3億人以上、世界GDPの3分の
1相当）。

Under 2 MOU

北米 （カナダ）ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州、（米国）カリフォルニア州、オレゴン州、サンフランシスコ市 など

中南米 （ブラジル）アクレ州、（メキシコ）バハ・カリフォルニア州、（チリ）サンディエゴ市 など

欧州 （ドイツ）バーデン＝ヴュルテンベルク州、（スペイン）カタルーニャ州、（英国）ウェールズ など

アフリカ （ケニア）ライキピア県、（ナイジェリア）クロスリバー州、（モザンビーク）ナンプラ市 など

アジア （日本）岐阜県、（中国）江蘇省、（インド）テランガーナ州、（ネパール）カトマンズ渓谷 など

オセアニア （豪州）南オーストラリア州

【主な署名地域等（2016年11月8日現在、Under 2 MOU HPより）】

（出所）The Under 2 MOU ホームページ（ http://under2mou.org/ ）
グローバル気候変動リーダシップ了解覚書（ http://under2mou.org/wp-content/uploads/2015/04/Under-2-MOU-Japanese.pdf ）より作成

【MOUの一部抜粋】

I  目的 ・環境と開発に関するリオ宣言のような合意書（中略）を使い各国の自治体は国の協力と共にさらに強い国際協力を促し、今後の地球
温暖化に歯止めをかけることができるでしょう。

II 温室効果
ガスの削減

・締約を結んだ自治体は、総合的なエネルギーの効率化そして再生可能エネルギー開発をGHG削減に向けて取り組まなくてはなりません。
・このMOUに協定した自治体は、協力と協調を通しさらに自治体同士の友好関係強化を目指します。

IV 実施 ・締約を結んだ自治体は、2050年の最終目標に向け（中略）国際会議に目標を定めることに同意する。
・締約を結んだ自治体は、実現可能な範囲で効果的な資金調達仕組を国内または国際的に共有することに同意する。
・このMOUは契約でも条約でもありません。
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• Global Covenant of Mayors for Climate & Energy（気候変動とエネルギーに関する
世界首長誓約）気候変動に関する世界最大の都市連盟で、119カ国、7,100の都市（人
口で合計6億人、世界の8％に相当）から構成される。2017年1月より始動。

• 参加都市は、所在国よりも野心的な削減目標にコミットする。
• 2008年設立の「EU Covenant of Mayors（EU市長誓約）」と、2014年設立の

「Compact of Mayors（首長盟約）」の2つのイニシアチブが統合したもの。C40、ICLEI
（持続可能性をめざす自治体協議会）、UCLG（都市・自治体連合）など既存の都市ネッ
トワークと連携。

Global Covenant of Mayors for Climate & Energy

（出所） 「気候変動とエネルギーに関する世界首長誓約 ファクトシート」、首長盟約ホームページ（https://www.compactofmayors.org/cities/）、
「The Importance of an Integrated Approach to City Climate Action」より作成

【憲章（’Charter’ for the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy）】

○国連都市・気候変動担当特使のマイケル・ブルームバーグ氏と、欧州
委員会副委員長のマロシュ・シェフチョビッチ氏が共同で理事長を務める。
このほかに、各市長や複数の都市ネットワークが理事会に参加する。

○投資家にとっての都市の魅力を確保するため、金融機関から成るアド
バイザリーグループを設置する。また、世界レベル・地域レベルの都市ネット
ワークから成るアドバイザリーグループも設置する。

【組織】

主要な貢献主体としての地方政府 地方・地域・州政府が、世界の気候変動問題解決に積極的に貢献するよう促します。

重要なパートナーとしての都市ネットワーク ローカルな都市ネットワークと、グローバルな都市ネットワークは、参加都市・地域にとって最も重要
な支援主体であり、重要なパートナーです。

ロバストな解決議題 都市が最も大きな影響を与える分野に注力します。登録・実施・モニタリング・公表された戦略的
行動計画に基づく、野心的かつ各地に適した解決策を支持します。

GHG削減と地方の気候レジリエンス促進 気候変動の緩和と適応の双方の重要性、クリーンなエネルギーへの幅広いアクセスを重視します。

※日本からは、
広島、北九州、
東京、富山、
横浜の5都市
が参加。

【参加都市の所在国】
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イクレイ ― 持続可能性をめざす自治体協議会（ICLEI）
• 持続可能な社会の実現を目指す世界各国の1,500以上の自治体で構成された世界最大の

自治体ネットワーク

設立：1990年（リオ・サミット準備過程）

www.iclei.org/japan

気候変動とエネルギーに関する「世界首長誓約」

都市の気候変動対策を加速する世界最大の連携

カーボン気候レジストリ

自治体のための気候変動対策
報告プラットフォーム

国際的な取組
地域の取組を加速し拡大するために、自治体の活動や連携を

促進する様々な国際的な取組を展開しています

ミッション
地球規模の持続可能性の明らかな改善を実現するために

自治体による世界的な運動を拡大すること

首長のための
気候サミット＠COP

先進的な気候変動対策に
取り組む自治体首長の集まり

COP21パリ

COP22マラケシュ

10の活動分野

• 持続可能な都市

• 低炭素都市

• 資源効率・生産性が高い都市

• 回復力のある（強靭な）都市

• 生物多様性の豊かな都市

• スマートシティ

• エコモバイル都市

• 幸福、健康、包摂的な地域社会

• 持続可能な地方経済と調達

• 持続可能な
都市・広域自治体間協力

国内会員都市

• 愛知県

• 飯田市

• 板橋区

• 川崎市

• 北九州市

• 京都市

• 京都府

• 熊本市

• さいたま市

• 札幌市

• 墨田区

• 仙台市

• 東京都

• 富山市

• 名古屋市

• 広島市

• 武蔵野市

• 横浜市

（2017年１月現在）
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Mission Innovation

豪州、ブラジル、カナダ、チリ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシ
コ、オランダ、ノルウェー、韓国、サウジアラビア、スウェーデン、UAE、英国、米国、EU (2017年1月27日現在)

【加盟国（22カ国＋EU）】

（出所）Mission Innovation ホームページ資料より作成 http://mission-innovation.net/ 35

• 2015年11月のCOP21開会に合わせて発表された、クリーンエネルギーイノベーションの加速化
を目的とする国際イニシアチブ。2017年1月現在、22カ国＋EUが加盟している。

• 加盟国による2016年のクリーンネネルギーへの投資額は150億ドル（世界全体の投資額の
80%以上）であり、これを2021年までに300億ドルまで倍増させることを誓約している。

【Mission Innovationにおける 政府 のリーダーシップ】
加盟国政府主導のクリーンエネルギー研究開発投資を5年間で合計300億ドルまで倍増させる。特に世界の経済動向、
エネルギー市場動向に即してその規模を変えることのできるクリーンエネルギーのイノベーションへの投資に焦点を当てる。

【Mission Innovationにおける 民間部門 のリーダーシップ】

【Mission Innovationの 3つのサブグループ* のリーダーシップ】
① 情報の共有 ・・・ 各国の研究開発の取り組みに容易にアクセス可能な情報を提供し、共同研究やビジ

ネスエンゲージメントをサポートする。

② 分析と共同研究 ・・・ 加盟各国の国家計画の情報を提供し、各国のニーズの共通理解を促進する。

③ 企業と投資家の
エンゲージメント ・・・ 企業・起業家・投資家の情報交換、及びイノベーションパイプラインの拡大と強化へ向

けた投資を促進する。

ビジネスはクリーンエネルギーの商業化と費用対効率性に重要な役割を果たす必要がある。民間部門が早期の開発段階
からクリーンエネルギー企業への投資を拡大できるよう、加盟国政府が共働する。

*加盟国政府代表者による運営委員会を構成するサブグループ



統合報告書のキーメッセージ• WE MEAN BUSINESS（以下、WMB）は低炭素社会への移行に向けた取り組みの促進を目的
として2014年9月に結成された、世界の有力な企業および投資家らによる連合体。

• 企業や投資家は、WMBが奨励するイニシアチブ等に一つ以上誓約する形でWMBに加盟する。
WMBは企業や投資家と国際機関等のイニシアチブを繋ぐプラットフォームの役割を果たしている。

• WMBに参加する企業は494社（総収益額：8.1兆米ドル超）、投資家は183機関（総管理資
産額：20.7兆米ドル超）であり、誓約の総数は1,100（2016年12月8日現在）。

• 上記の活動に加え、これまでに複数のレポートを公表し、気候変動政策への提言を行っている。

WE MEAN BUSINESS

（注） 全て2016年12月8日現在の情報
（出所）『WE MEAN BUSINESS』 ウェブページ

（http://www.wemeanbusinesscoalition.org/）より作成

【WMBに関与する組織（国際機関、企業連合等）】
主要メンバー BSR, CDP, Ceres, The B Team, The Climate Group, The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group, WBCSD

ネットワーク・パートナー Asset Owners Disclosure Project, CEBDS, C<C, Climate Savers, EPC, Japan-CLP, NBI, PRI, TERI, UNEP-FI

協働パートナー Carbon Tracker, Carbon War Room, Climate ＆ Clean Air Coalition, Climate Markets & Investment Association, E3G, 
Forum for the future, Alliance to Save Energy, IETA, IIGCC, Rocky Mountain Institute, The Business Council for 
Sustainable Energy, UN Global Compact, The New Climate Economy, The Shift Project, World Bank Group, WRI

【企業および投資家のイニシアティブ等項目と誓約数】
企業向けイニシアチブ９項目 誓約企業数
科学的な知見に基づく排出削減目標の採用 202社
社内炭素価格等による炭素価格付けの実施 77社
自社利用の電力を再生可能エネルギー100％ 83社
気候政策に対する責任ある企業としての関与 127社
受託者義務としての気候変動情報の報告 159社
2020年までに商品由来の森林破壊を全てのサプライ
チェーン上から排除 54社

短寿命気候汚染物質の削減 22社
エネルギー生産性向上 7社
水の安全保障の向上 32社

投資家向け実践コミットメント４項目 誓約機関数
投資ポートフォリオにおける透明性を担保するための
Montreal Carbon Pledgeへの署名 117機関

Portfolio Decarbonization Coalitionへの加盟 25機関

グリーンボンドの発行や再生可能エネルギー投資等による
低炭素資産への投資 54機関

受託者義務としての気候変動情報の報告 32機関
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Science Based Targets

AMD, Autodesk, AstraZeneca, Capgemini UK plc, Coca-Cola Enterprises, Inc., 
Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG, 第一三共（Daiichi Sankyo）, Diageo 
Plc, Dell Inc., Enel, General Mills, Hewlett Packard Enterprise, Host Hotels & 
Resorts Inc., Ingersoll-Rand Co. Ltd., International Post Corporation (IPC), 
Kellogg Company, Kering, Land Securities, Lundbeck A/S, NRG Energy, 
Panalpina, PepsiCo, Pfizer, Procter & Gamble Company, PostNord, Proximus, 
ソニー（Sony）, Swisscom, Thalys, UBM plc, Verbund, Walmart Stores 

【目標が科学と整合と認定されている企業 全32社】

例１）Kellogg Company：食料品１トン生産当たりCO2排出量を2050年までに2015年比65%削減。ま
たサプライチェーンでの排出を2015年比50%削減。

例２）Enel（イタリアの電力会社）：2050年にカーボンニュートラルで活動できるように2020年までに1300万
kWの火力発電を廃止。

例３）Sony：2050年までに環境フットプリントをゼロに削減。2050年までにスコープ1,2,3における排出量を
2008年比90%削減。

例４）第一三共：2030年までに自社からの温室効果ガスを2015年比で35％削減し、主要サプライヤーの
90％についても2020年までに削減目標を設定する。

（出所）Science Based Targetsホームページ資料より作成 http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/ 37

• CDP、国連グローバル・コンパクト、WRI、WWFによる共同イニシアチブ。世界の平均気温の上
昇を「2度未満」に抑えるために、企業に対して、科学的な知見と整合した削減目標を設定する
ことを推奨。

• 目標が科学と整合(2℃目標に整合)と認定されている企業は32社（2017年２月１日現
在）。



統合報告書のキーメッセージ• 事業運営を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す企業組織として2014年に結成。
• RE100には製造業、情報通信業、小売業などに属する全83社が参画しており、欧米諸国に

加えて中国・インドの企業も含まれる。（2016年12月8日現在）
• 各社は再生可能エネルギーの導入実績を毎年、CDP気候変動質問書を通してRE100に報

告。その結果が「RE100 Annual Report」に公表される。

RE100

参画企業 本部 再エネ100%
達成目標年

達成進捗
(2014年) アプローチ

Microsoft 米国 2014年 100% キーチ風力発電プロジェクト（テキサス州、110MW）からの
電力購入 など

IKEA オランダ 2020年 67% 世界の自社建物に計70万基以上の太陽光パネルを設置
など

Nestlé スイス - 5% カリフォルニア自社工場の電力需要の30%を賄う風力タービン
の導入 など

BMW Group ドイツ - 40% ライプツィヒ（ドイツ）に自社工場製造プロセスに必要な電力
を賄う風力タービンを4基建設 など

P&G 米国 - - ジョージア州に500MWのバイオマスプラントを導入 など

Elion Resources
Group 中国 2030年 27% 庫布斉砂漠に110MWの太陽光パネルを導入、余剰電力を

系統へ向けて販売 など

Infosys インド 2018年 30% 国内の自社キャンパスに計3MWの太陽光パネルを導入 など

（出所）RE100ホームページ（http://there100.org/）及び RE100 Annual Report 2016より作成

【RE100に参画する主な企業のアプローチ】
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（出所） Cleantech Group 2015(URL: http://www.cleantech.com/indexes/global-cleantech-100/2015-global-cleantech-100/ 参照日時: 
2016/10/24 10:00)を基に環境省作成

Global Cleantech 100 (Cleantech Group)
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• Global Cearntech 100とは、大手リサーチ会社のクリーンテック・グループが選定した今後5～
10年間で市場に多大な影響を与える可能性が最も高い、主要な証券取引所に上場されてい
ないクリーン技術企業100社。

• 内訳は、欧州27社、北米66社、アフリカ・中東・アジアで7社。
• 2010年～2015年までの６年間に日本企業は１社も選出されていない。
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Breakthrough Energy
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• Breakthrough Energy Coalition（BEC）は、クリーンエネルギー分野の新技術の早期実
用化を目的として、ビル・ゲイツ氏ら民間投資家によって設立されたパートナーシップ。先進各国が
加盟するMission Innovationとパートナーシップを締結し、世界各国の政府や企業と連携。

• BECがその目的にコミットする投資ファンドとして設立したBreakthrough Energy Ventures
（BEV）の民間投資家等は、各国政府が研究予算を投入する排出量の大幅削減技術につい
て、それを商用化する企業に対して投資することで、画期的な技術の早期実用化を目指す。

Breakthrough Energy Coalition（BEC）

Breakthrough Energy Ventures（BEV）
• ビル・ゲイツ

（マイクロソフト創業者、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団共同会長）
• 孫正義（ソフトバンクグループ創業者、同CEO）
• ジョフ・ベソス（Amazon創業者、同CEO）
• マイケル・ブルームバーグ（ブルームバーグ創業者、同CEO）
• ジャック・マー（アリババグループ創業者、同会長） 他21名

• マーク・ザッカーバーグ（Facebook創業者、同CEO）
• ジョージ・ソロス（ソロス・ファンド・マネジメント会長）
• カリフォルニア大学 他9名 計30名

パートナーシップ

Mission Innovation
日本、米国、中国等22ヶ国と欧州連合

世界各国の研究機関で進められているクリーンエネルギー分野の技術開発を早期に
実用化することを目的とした投資者のパートナーシップ。個人、パートナーシップ、企
業、またはビークル等、複数の方法を通じて投資する。

BECの目的を果たすような企業に対する、柔軟性のある資本投資を目的として、BEC
が創設した組織体。BECが運営。

COP21にて発表された、クリーンエネルギーの推進を目的とした政府間国際イニシアチブ。
クリーンエネルギーに関する研究開発投資額を、現在の年間150億ドルから、5年後（2021
年）には倍増（年間300億ドル）することを約束。

BEVの投資方針

地球温暖化の抑制
科学的な実現可能性

他の投資家の関心
ファンドに対する適合性

電力分野で推進する
技術革新の重点テーマ

1. 次世代核分裂
2. 高温岩体地熱発電
3. 超低コスト風力発電
4. 超低コスト太陽光発電
5. 核融合
6. 超低コスト蓄電池
7. 超低コスト蓄熱装置
8. 超低コスト伝送

9. 超低コスト海洋エネル
ギー

10. 次世代超フレキシブ
ル送電ネットワーク管
理

11. 高速出力調整・低炭
素電源

12. 低炭素・高信頼性分
散電源

13. CO2回収
14. CO2貯留・利用

【BEC/BEVの方針】【BECの組織図】

（出所）Breakthrough Energyウェブサイト
http://www.b-t.energy/（2016.12.20時点)



●カーボンプライシングは「三重の配当」をもたらす施策である。※１

カーボンプライシングは、①環境に良い影響をもたらし、②政府に収入をもたらし、経済に歪みをもたらす税の軽減に寄与し、 ③低炭素技術の普及
とエネルギー効率の向上に必要な投資とイノベーションを促進する。

●カーボンプライシングは国際的な気候変動目標の達成を大きく加速させるだろう。 （世界銀行 キム総裁) ※１

●気候変動政策の実施を支持する先見的な企業は勝者となるだろう。 （Royal DAM社 セイベスマCEO ）※１

2014年9月の国連気候サミットにおいて、74の国と1000以上の企業が炭素価格付けに対する支持を表明したことを受け、組織された。
2015年12月のCOP21において正式に発足、当時は21の政府（国および州）、90以上の機関・企業が参加。2016年9月現在、26ヶ国・
州、114企業、
34戦略機関 が参加。石油メジャーも多数参加。
炭素価格付けに関する国と企業の協力を促進することを目的とし、企業及び世界経済における炭素価格付け制度の実施を支援する
活動を行う。活動方針は、①先進的なカーボンプライシングの事例を蓄積・共有し、参加国のカーボンプライシングの仕組みをより効
果的にする、②企業の支持を獲得する、③ダイアログを通じて最新の知見を共有し合うの3点。
世界全体の排出量のうちカーボンプライシングがカバーする割合の成果目標を設定することを検討中。各国のカーボンプライシング
施策の実施状況について、CPLCの会合において定期的に進捗を報告する。

カーボンプライシングリーダーシップ連合の概要

国・州 カナダ（アルバータ州、BC州、オンタリオ州、ケベック州、北西準州)、カリフォルニア州、英国、ドイツ、フランス、フィンランド、イタリア、ベルギー、オ
ランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、チリ、コートジボワール、コロンビア、エチオピア、カザフスタン、メキシコ、モロッコ、日本

国際機関等 UNFCCC、UNEP、The Global Compact、IMF、OECD、WRI、WWF、World Bank Group、IETA、WBCSD、We Mean 
Business、Japan-CLP 等

企業 BHP Billiton、BP、BT Group、EDF、Enel、Eni、Nestle、Philips、PG&E、Schneider Electric、Statoil、Shell、Tata Group、
Total、Unileve 等

（※1）Carbon Pricing Leadership Coalition「Carbon Pricing Leadership Coalition: Official Launch Event and Work Plan」（2016年1月29日）より抜粋。
（出典）Carbon Pricing Leadership Coalition（2015）「Carbon Pricing Leadership Coalition: Official Launch Event and Work Plan」、Carbon Pricing Leadership HP 「Leaders Unite in Calling for a Price on Carbon」、「Co-

Chairs’ Communiqué Carbon Pricing Leadership Coalition Inaugural High Level Assembly」、「CARBON PRICING LEADERSHIP COALITION: 1ST MAJOR SUCCESS AT COP21」等より作成。

カーボンプライシングに関する提言等

カーボンプライシングリーダーシップ連合（CPLC）
• 2015年12月のCOP21において発足したカーボンプライシングリーダーシップ連合（CPLC: Carbon 

Pricing Leadership Coalition）は2015年11月に発足したカーボンプライシングの導入を推進する国
際的な連携枠組み。

• 2015年10月、上記連合の活動を後押しするため、炭素価格付けパネル（Carbon Pricing Panel）が
新たに設置された。
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トヨタ自動車、日産自動車、日本特殊陶業、ベネッセホールディングス、マツダ、花王、雪印メグミルク、ローソン、ＪＸホールディングス、SOMPOホール
ディングス、大東建託、野村ホールディングス、みずほファイナンシャルグループ、三井住友トラスト・ホールディングス、森ビル、アステラス製薬、ＩＨＩ、
川崎汽船、コクヨ、大成建設、大日本印刷、ＴＯＴＯ、東日本旅客鉄道、キヤノン、シチズンホールディングス、日本電気、日立製作所、ヒロセ電機、富
士フイルムホールディングス、ローム、宇部興産、ＪＳＲ、住友化学、デンカ、東洋インキＳＣホールディングス、日立化成、三井化学、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤ
Ｉ、大阪ガス、東京ガス、東京電力ホールディングス

アシックス、電通、ニコン、パナソニック、本田技研工業、丸井グループ、資生堂、日本ハム、国際石油開発帝石、オリックス、セブン銀行、大和ハウス
工業、東京海上ホールディングス、第一三共、鹿島建設、清水建設、住友重機械工業、古河電気工業、コニカミノルタ、ＴＤＫ、野村総合研究所、富士
通、ブラザー工業、リコー、信越化学工業、日東電工、レンゴー

カーボンプライシングを導入していると回答している日本企業（54社）の例

現在導入していないが、２年以内に導入予定と回答している日本企業（37社）の例

※CDP（旧カーボン・ディスクロー
ジャー・プロジェクト）は、機関投資家
が連携し、投資対象の企業に対して気候
変動や温室効果ガス排出に関する情報開
示を求め、調査を行う非営利組織。

CDP（2016年９月）
「Embedding a carbon price into business strategy」より。

• 社内カーボンプライシングを導入する企業が急速に増加。CDP※に対して社内カーボン
プライシングを「導入している」「２年以内に導入予定」と回答した企業は、世界全体
で1,249社（2015年比で23％増加）。

• 日本企業について見た場合、「導入している」「２年以内に導入予定」と回答している
企業は以下のとおり（提供：CDP）。

社内カーボンプライシング導入の動き
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炭素リスクの情報開示/脱炭素に向けた資金の流れ

2015年4月 G20財務大臣・中央銀行総裁会合は、金
融安定理事会（FSB）に対し、気候関連課題について
金融セクターがどの様に考慮していくべきか、官民の関係者
を招集することを要請。
2015年12月 FSBはマイケル・ブルームバーグ元ニューヨー
ク市長を座長とする、「気候関連財務ディスクロージャータ
スクフォース（Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures, TCFD）」設立を公表。
2016年3月 気候関連財務ディスクロージャーの目的やス
コープ、原則を明確にした「フェーズ１レポート」を公表。
2016年12月 将来へ向けた恒久的な枠組となるフェーズ
2の「気候関連の財務情報開示に関する提言」を公表、
2017年2月12日までパブリックコンサルテーションを実施
中。
2017年初旬 最終版公表予定。
企業が投資家、銀行、保険会社その他関係者へ情報提
供する際に用いるための、任意で一貫性のある気候変動
関連金融リスク情報の開示を進める。

【金融安定理事会 気候関連財務
ディスクロージャータスクフォース】 【グリーンボンドの発行額（2016年5月末時点)】

（出所）環境省 グリーンボンドに関する検討会 第１回 資料４

グリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行される
債券であるグリーンボンドの発行額は年々増加している。
気候ボンドイニシアチブ（CBI）によると2015年までの累計で
グリーンボンドは約1,180億米ドル発行されている。また2016
年単年のグリーンボンド発行額は1,000億米ドルと予想されて
いる。
起債額増加の背景には、民間企業や地方自治体等、発行
体の多様化が挙げられる。また2015年以降は、インドや中国
といったアジア新興国における発行額が急増している。

（出所）TCFDホームページ、Recommendations 
of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures（TCFD,2016）、
及び中央環境審議会 地球環境部会 低炭
素長期ビジョン小委員会（第４回）東京海
上ホールディングス（株） 経営企画部部長
兼CSR室長 長村氏御提供資料より作成 43



世界の投資家の動き
• 2016年8月24日、G20各国に向けて、世界各国の130の主要機関投資家と資産運用機

関等（13兆㌦（1300兆円）以上を運用）が、パリ協定の締結等を推奨。

１．可能であれば、2016年中にパリ協定の締結に向けたプロセスを完了させること
早期にパリ協定を締結した国は政策の確実性が高まることによる便益を享受し、低炭素/脱炭素な解決

への投資をよりよく引きつけるとともに、経済的・社会的に重要な合意の実施を加速させることになるだろう。

２．「2015 Global Investor Statement on Climate  Change」に掲げられた推奨事項の実施
①投資判断を支援する、安定的で信頼され、経済的に意味のあるカーボンプライシングの導入
②省エネや再エネのための規制的支援の強化
③低炭素技術のイノベーション支援や普及促進
④化石燃料向け補助金の廃止
⑤国の適応計画の立案
⑥低炭素技術や気候変動への投資資金に対する金融規制による非意図的制約の影響考慮

３．2020年までにクリーンエネルギーへの投資を倍増支援
民間セクターはこうした投資を実施できるが、この目標を達成するための政策支援が必要。

４．国の貢献について、実施の優先順位を高め、さらなる強化に備えること
G20各国が自らの約束を達成するとともに、パリ協定の目標を達成するため、2018年中に野心を向上さ

せること。

５．国の機関による気候変動リスクの情報開示を求めるようなルールづくりの優先

６．G20のGFSG（Green Finance Study Group）の活動を歓迎
（出所）http://1gkvgy43ybi53fr04g4elpcd.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2016/08/FinalWebInvestorG20Letter24Aug1223pm.pdfを和訳 44



気候変動リスクを踏まえた世界の動向
• 大幅削減が前提となれば、化石燃料への投資は座礁資産となるリスクがある。
• 海外では既に、大手の金融機関、機関投資家等が、石炭等の化石燃料を「座礁資産」と捉え、

投融資を引き揚げる動き（ダイベストメント）や、保有株式等に付随する権利を行使する等に
より投融資先企業の取組に影響を及ぼす動き（エンゲージメント）を開始。

●2015年6月5日、ノルウェー公的年金基金
（GPFG）※が保有する石炭関連株式をすべ
て売却する方針を、ノルウェー議会が正式に承
認。
※約104兆円（平成27年３月末時点）の資産規模を
有する世界有数の年金基金。我が国の年金積立金管理
運用独立行政法人(GPIF)の資産規模は、約138兆
円。

“Aiming for A”
・108の機関（英国地方自治体・英国教会・基

金・保険会社・運用機関・アセットオーナー等）
によるエンゲージメント活動。

ダイベストメント エンゲージメント

・ 2015年の株主総会で株主提案。ＢＰ
98.3%、ロイヤルダッチシェル98.9%の賛成
で可決。

・ BP、ロイヤルダッチシェルに対して、「企業活動
に伴う温室効果ガス排出量の管理」「２０３
５年以降を念頭においた現存資産構成の有
効性分析」等に関する情報開示を要請。●2015年10月、米国カリフォルニア州法により、

カリフォルニア州職員退職年金基金（CalPERS）※

及び同州教職員退職年金基金（CalSTERS）の
保有する全ての石炭関連株式を売却する方針
が決定。
※CalPERSは、約30兆円（2014年）の資産規模を有
する、米国における最大の公的年金基金。CalSTERSは
同約20兆円規模
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今まで温室効果ガスを排出してきたのは先進国（と新興国）であり、最も深刻な
被害を受けるのは貧しい途上国や弱い立場の人たち＋将来世代であるとし、気候
問題は国際的な人権問題であるという認識で、社会運動が起きている。

Climate Justice（気候正義）

（出所）中央環境審議会地球環境部会 長期低炭素ビジョン小委員会（第３回）,江守正多氏発表資料から環境省作成
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・・・（前略）気候変動に対処するための行動をとる際に、全ての生態系（海洋を
含む。）の本来のままの状態における保全及び生物の多様性の保全（「母なる地
球」として一部の文化によって認められるもの）を確保することの重要性に留意し、
並びに「気候の正義」の概念の一部の者にとっての重要性に留意し、（後
略）・・・

パリ協定前文



350.org
• 350.orgは気候変動問題の解決に向け、オンラインキャンペーンや草の根運動に取り組む大規

模でグローバルな市民ネットワーク。2008年に結成し、現在世界188カ国で活動を行っている。
• 市民の力による問題解決を掲げ、インドの石炭火力発電所建設中止や米国のキーストーンXL

パイプラインの建設中止、公的機関の化石燃料関連企業への投資撤退などのキャンペーンを世
界中で展開している。

○ FOSSIL FREE

地域社会で化石燃料への投資撤退（ダイベストメント）を働きかける国際的なキャンペー
ン。日本においても銀行、保険会社、年金基金や公的機関を含むすべての機関投資家に、
化石燃料及び原発関連企業への投融資を停止・撤退し、自然エネルギー開発へと転換
することを提案している。ウェブサイトでは、最新のダイベストを決定した銀行や大学、年金
基金など官民の投資機関の最新情報が共有されている。

○ my bank my future

地球温暖化防止への貢献を呼びかけ、環境に優しい銀行を選び、将来世代のために責任
のある投融資を行う銀行を応援するキャンペーン。日本の金融機関197社を対象に、化
石燃料・原発関連に携わる国内23企業への投融資を分析したレポート『民間金融の化
石燃料及び原発関連企業への投融資状況』（2016）が350.org JAPANにより公表
されている。

○ Stop the Dakota 
Access Pipeline

米国テキサス州に2017年完成予定の地下石油パイプラインであるダコタアクセスパイプライ
ンが、ミズーリ川の水質を汚染するとして、その建設に反対するキャンペーン。反対運動への
募金やパイプライン建設に融資を行う金融機関へのダイベストメントなどを呼びかけ、オバマ
大統領にパイプラインの建設中止を訴えている。

【350.orgが実施するキャンペーン活動の例】

（出所）350.orgホームページ（https://350.org/）および
Climate Action Network Japanホームページ（http://www.can-japan.org/）より作成
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Future Earth
• 持続可能な地球社会の実現を目指す地球環境研究の国際的な研究プラットフォームであり、

学術コミュニティと社会のパートナーが協働する分野を超えた統合的な研究基盤を提供する。
• 2012年の国連持続可能な開発会議（Rio+20）で提唱され、準備期間ののち2015年か

ら10年の計画で活動を開始。国際的な地球環境研究を推進してきた、地球システム科学パー
トナーシップ（ESSP）の4つの国際研究計画*を統合するもの。

① ダイナミックな地球の理解 地球規模および地域における環境変化の根底にある物理的、生態学的、社会的メカニズムに関する知識と証拠、そしてこれらのメカニズムが
過去にどのように相互作用し、また将来どのように変化しうるかを理解する。

② 地球規模の持続可能な発展 基本的ニーズの充足を含む、今日直面している持続可能な発展に向けた課題や、国連ポスト2015年開発アジェンダにおける新たな優先課
題に対処するための重大な知識のギャップに取り組む。

③ 持続可能な地球社会への転換 地球規模の環境と持続可能性に関する課題に対し、社会が転換を伴う変化を通じていかに対処するのかを知る上で、重大な知識のギャップ
取り組む。

（出所） Future Earthホームページ（http://www.futureearth.org/asiacentre/ja）および
「Future Earth 2025 Vision」、「Future Earth 戦略的研究アジェンダ2014」（2014,Future Earth）より作成

* IGBP:生物圏国際共同研究計画 IHDP:地球環境変化の人間的側面国際研究計画 DIVERSITAS:生物多様性科学国際協働計画 WCRP:世界気候研究計画

『Future Earth 2025ビジョン』（2014）・・・Future Earthのビジョンである「人類が持続可能で公平な地球社会で繁栄すること」を実現するための、
2025年までに行う貢献のフレームワークを提示

【Future Earthのビジョンと研究課題】

『Future Earth 戦略的研究アジェンダ2014』（2014）・・・Future Earth 2025ビジョンの実現へ向けた今後の3～5年間の優先的研究課題を提示
数年おきに新たなアジェンダを作成予定

○ 持続可能な地球社会に向けた主要な課題に対し、画期的で学際的な研究を喚起し、創出する。
○ これらの課題を乗り越えるために社会のパートナーが必要としているプロダクトとサービスを提供する。
○ 地球規模の持続可能な発展に向け、問題解決型の科学、知、イノベーションを協働企画、協働生産するための先駆的な方法を開発する。
○ 文化や社会の違いを超え、かつ複数の地域と世代にわたり、知を共創するための能力と人材を育て、活用する。
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